
          第１９回南幌町農業委員会総会議事録  

 

 

 令和３年１２月２４日（金）午後４時００分より、役場各種委員会室にお

いて第１９回南幌町農業委員会総会が開催された。  

 本日の出席者は次のとおり。  

                      

            

                       

２  番   立  川  久  彦  

                      ３  番   久  保  正  彦  

４  番   江  郷    弘  

５  番   南    則  之  

６  番   青  木  義  春  

７  番   髙  島  茂  和  

８  番   野呂田  雄一郎  

９  番   上  野  勇  樹  

 10 番   山  田    浩  

11 番   背  尾  裕  典  

                      12 番   鍋  山  洋  一  

 

                  欠席者   

１  番   白  倉  和  英  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



本日の議案は次のとおり  

 

報告第１号  農業経営改善計画の認定について  

報告第２号  農地法第３条の３第１項の規定による届出について  

議案第１号  農地法第１８条第６項の規定による通知について  

議案第２号  農用地等のあっせん結果について  

議案第３号  農地法第３条の規定による許可申請について  

議案第４号  農用地利用集積計画の決定について  

議案第５号  現況証明願いについて  

    

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            事務局出席者   事 務 局 長  砂  田   隆 樹 

事務局主査  柳  沢   妙  子  

 

 

 

 

 

 



議   長   これより、第１９回南幌町農業委員会総会を開会いたします。  

本日の出席者は１１名でございます。  

白倉委員におかれましては欠席届が出されております。ただち

に本日の会議を開きます。  

 

      日程第１  議事録署名委員の指名を行います。  

議事録署名委員の指名につきましては、会議規則第１４条の規  

定により議長において指名いたします。６番  青木  委員、  

７番  高島  委員  以上ご両名を指名いたします。  

 

日程第２  会期の決定をいたします。お諮りいたします。  

第１９回南幌町農業委員会総会は、１２月２４日  本日１日限

りといたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。  

 

       （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって第１９回南幌町農業委員会総会  

は、１２月２４日  本日１日限りと決しました。  

日程第３  諸般報告を行います。事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   諸般報告。  

令和３年１１月２５日、第１８回農業委員会総会を開催した。  

１２月７日、あっせん委員会、利用調整会議が開催され、関係

委員出席した。  

８日、あっせん委員会が開催され、関係委員出席した。  

９日～ 10 日、第４回議会定例会に会長出席した。  

２３日、南幌町都市計画審議会に会長出席した。  

以上でございます。  

 

議   長   諸般報告につきましては、只今事務局長朗読のとおりでござい

ますので、報告済みといたします。  

                                   

 

議   長   日程第４  報告第１号  農業経営改善計画の認定についてを議



題といたします。事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   報告第１号  農業経営改善計画の認定について。  

 南幌町長より、農業経営基盤強化促進法第１２条第１項の規定

により農業経営改善計画の認定した旨の通知があったので報告す

る。令和３年１２月２４日提出。南幌町農業委員会会長名。  

 

事 務 局   報告第１号について説明いたします。農業経営改善計画の認定に

つきましては、６件でございます。  

      認定年月日は令和３年１２月２１日、有効期限が令和８年１２月

２０日までとなっております。  

      認定番号３の１２の１、住所は南〇〇線西〇番地、〇〇〇〇、  

      再認定です。認定番号３の１２の２、住所は江別市〇〇町〇〇番

地の〇〇、〇〇〇〇、再認定です。認定番号３の１２の３、住所は

〇〇〇〇丁目〇番〇の〇号、〇○○〇、新規認定です。  

      認定番号３の１２の４、住所は南〇〇線西〇番地、○○〇〇、  

     新規認定です。認定番号３の１２の５、住所は南〇〇線西〇番地、

〇○○〇、新規認定でいずれも経営移譲によるものです。  

      認定番号３の１２の６、住所は〇町〇丁目〇番〇号、○○〇○○

〇〇、認定歴のある新規認定です。  

認定農業者の経営体の総数につきましては、１増の１５１経営体

で、うち法人が１５法人となります。以上でございます。  

 

議   長   説明が終わりましたので、これより質疑を行ないます。  

       

（なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、報告第１号  農業経営改善計画の認

定については報告済みといたします。  

                                  

 

議   長   日程第５  報告第２号  農地法第３条の３第１項の規定による

届出についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。  

 



事務局長   報告第２号  農地法第３条の３第１項の規定による届出につい

て。  

      農地法第３条の３第１項の規定により、農地の権利取得の届出

があったので報告する。令和３年１２月２４日提出。  

南幌町農業員会会長名。  

 

事務局    報告第２号について説明いたします。農地法第３条の３第１項の

規定による届出につきましては、３件でございます。  

      １件目の権利を取得した者ですが、南幌町南〇〇線西〇〇番地、

○○○○。土地につきましては、空知郡南幌町字幌向原野  

○○○○番、田で９，０２４㎡他計３筆ございまして、６３，１３

５㎡となります。届出をした日ですが、令和３年１１月〇〇日とな

ります。取得した事由は、所有者の〇〇による相続となってござい

ます。  

 ２件目の権利を取得した者ですが、恵庭市〇〇町〇丁目〇番地〇、

〇○○〇。土地につきましては、空知郡南幌町〇○○〇番の〇、畑

で１，９８３㎡となります。届出をした日ですが、令和３年１２月

７日となります。取得した事由は、所有者の○○による相続となっ

てございます。  

      ３件目の権利を取得した者ですが、南幌町〇町〇丁目〇番〇号、

〇○○〇。土地につきましては、空知郡南幌町〇○○〇番の〇、田

で１５，０８４㎡他計６筆ございまして、８１，５５０㎡となりま

す。届出をした日ですが、令和３年１２月１７日となります。取得

した事由は、所有者の○○による相続となってございます。  

以上でございます。  

 

議   長   説明が終わりましたので、これより質疑を行ないます。  

       

（なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、報告第２号  農地法第３条の３第１

項の規定による届出については報告済みといたします。  

                                  

  



議   長   日程第６  議案第１号  農地法第１８条第６項の規定による通

知についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   議案第１号  農地法第１８条第６項の規定による通知について。  

     農地法第１８条第６項及び同法施行規則第６８条の規定により、  

賃貸借の合意解約した旨の通知があったので可否について意見を

求める。令和３年１２月２４日提出。南幌町農業委員会会長名。  

 

事 務 局   議案第１号について説明いたします。農地法第１８条第６項の規

定よる通知につきましては、２件でございます。  

      １件目の賃貸人は、南幌町南○○線西○○番地、〇○○〇。賃

借人が、南幌町南〇〇線西〇〇番地、○○○〇。土地につきまし

ては、空知郡南幌町〇○○〇番の〇、田で２０，１８６㎡他計２

筆ございまして、４１，６７４㎡となり、賃貸借の合意解約日は、

令和３年１２月〇日でございます。  

      ２件目の賃貸人は、南幌町南○○線西○○番地、〇○○〇。賃

借人が、南幌町南○○線西○○番地、〇○○〇。土地につきまし

ては、空知郡南幌町○○○〇番の〇、田で１８，２８２㎡他計２

筆ございまして、３８，６８７㎡となり、賃貸借の合意解約日は、

令和３年１１月○○日でございます。以上でございます。  

 

議   長   説明が終りましたので、これより質疑を行います。  

 

       （なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、採決を行います。  

      お諮りいたします。議案第１号  農地法第１８条第６項の規定

による通知については、提案のとおり承認することにご異議あり

ませんか。  

 

       （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり承認するこ

とに決しました。  



                                   

 

議   長   日程第７  議案第２号  農用地等のあっせん結果についてを議

題といたします。事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   議案第２号  農用地等のあっせん結果について。  

     第１８回農業委員会総会に申出があった農用地等のあっせんに  

対して、あっせん委員より南幌町農地移動適正化あっせん基準  

第６条第５項の規定による、あっせん調書の提出があったので、  

審議願い、意見を求める。令和３年１２月２４日提出。  

     南幌町農業委員会会長名。  

 

事  務  局   議案第２号について説明いたします。農用地等のあっせん結果

につきましては、３件でございます。  

      １件目のあっせん申出者は、南幌町南○○線西〇番地、〇○○

〇。あっせんの申出地は空知郡南幌町〇○○〇番の〇、田で、１，

３５２㎡他計２筆ございまして、２，９６２㎡となります。あっ

せん年月日は、令和３年１２月７日。結果につきましては、成立

でございます。価格については、田 10ａあたり  

〇○○〇○円、畑 10ａあたり〇○○〇○円、あっせんの相手は、

南幌町南〇〇線西〇番地、〇○○〇でございます。あっせん委員

につきましては、５番  南  委員、６番  青木  委員、  １２番  

鍋山  委員となります。  

２件目のあっせん申出者は、恵庭市○○町〇丁目○○番地の〇、

〇○○〇。あっせんの申出地は、空知郡南幌町〇○○〇番の〇、

畑で、１，９８３㎡となります。  

あっせん年月日は、令和３年１２月７日。結果につきましては、

成立でございます。価格については、畑 10ａあたり  

〇○○〇○円、あっせんの相手は、南幌町南〇線西○○番地、〇

○○〇でございます。あっせん委員につきましては、５番  南  

委員、６番  青木  委員、１２番  鍋山  委員以上の結果となり

ます。  

３件目のあっせん申出者は、岩見沢市○○町〇○○〇〇の〇番

地、〇○○〇。あっせんの申出地は、空知郡南幌町〇○○〇番の



〇、畑で、６，８５９㎡他計２筆ございまして、８，２６７㎡と

なります。あっせん年月日は、令和３年１２月８日。結果につき

ましては、成立でございます。価格については、畑 10ａあたり  

〇○○〇〇〇円、あっせんの相手は、岩見沢市〇〇町〇〇○○〇

〇番地〇、〇○○〇〇○○〇でございます。  あっせん委員につ

きましては、５番  南  委員、６番  青木  委員、１２番  鍋山

 委員、以上の結果となってございます。  

 

議   長   只今の説明に関連して、あっせんにあたられました委員より補

足があればお願いいたします。  

 

      （なしの声）  

 

議   長   ないようなので、これより質疑を行ないます。  

      （なしの声）      

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  

お諮りいたします。議案第２号  農用地等のあっせん結果につ

きましては、提案のとおり承認することにご異議ありませんか。  

 

      （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり承認するこ  

とに決しました。   

                                   

 

議   長   日程第８  議案第３号  農地法第３条の規定による許可申請に

ついてを議題といたします。事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   議案第３号  農地法第３条の規定による許可申請について。  

      農地法第３条第１項の規定により、許可申請があったので、可

否の決定を求める。  

令和３年１２月２４日提出。南幌町農業委員会会長名。  

 



事  務  局   議案第３号について説明いたします。農地法第３条の規定によ

る許可申請につきましては、使用貸借によるものが１件、所有権

移転によるものが３件でございます。    

１件目の使用貸借の貸主は、空知郡南幌町南〇〇線西〇番地、

〇○○〇。借主は、空知郡南幌町南○○線西〇番地、〇○○〇。  

土地につきましては、空知郡南幌町〇○○〇番の〇、田で  

２０，５８８㎡他計１５筆ございまして１８９，９４１㎡となり

ます。申請理由は、貸主が農業を継いでいる息子に経営面を移譲

し、私は経営面からはずれたい。借主は父親の意を受けて、今後

とも農業に専念したい。  

 別にお配りしている資料 1 の 1 の農地法第３条調査書により説

明いたします。資料 1 の 1 をご覧ください。第２項第１号は借主

の経営農地はすべて耕作されており、保有している機械の能力、

農作業に従事する家族の状況等からみて、耕作の事業に供すべき

農地のすべてを効率的に利用できるものと見込まれることから該

当しない。同項第２号は借主は個人であり該当しない。同項第３

号は信託ではないので該当しない。同項第４号は借主は年２４０

日農作業に従事していることから該当しない。同項第５号は農地

の下限面積２ヘクタールを超えているので該当しない。同項第６

号は使用貸借につき該当しない。同項第７号は周辺の農地の農業

上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考え

られることから該当しない。なお、上野委員が、現地調査を行い、

周辺の農地の利用状況、農薬など地域に影響をもたらす問題はな

いことを確認しております。  

２件目の所有権移転の譲渡人は、空知郡南幌町南○○線西〇番

地、〇○○〇。譲受人は、空知郡南幌町南○○線西〇番地、  

〇○○〇。土地につきましては、空知郡南幌町〇○○〇番の〇、

畑で４７６㎡となります。  

申請理由は、譲渡人が離農することになり、譲渡することにしま

した。譲受人は耕作地に隣接する農地なので譲受け、経営の規模

拡大を図りたい。  

      別にお配りしている資料 1 の 2 農地法第３条調査書により説明

いたします。資料 1 の 2 をご覧ください。第２項第１号は譲受人

の経営農地はすべて耕作されており、保有している機械の能力、



農作業に従事する家族の状況等からみて、耕作の事業に供すべき

農地のすべてを効率的に利用できるものと見込まれることから該

当しない。同項第２号は譲受人は、個人であり該当しない。同項

第３号は信託ではないので該当しない。同項第４号は譲受人は  

 年２４０日農作業に従事していることから該当しない。同項第

５号は農地の下限面積２ヘクタールを超えてので該当しない。同

項第６号は所有権移転につき該当しない。同項第７号は周辺の農

地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないも

のと考えられることから該当しない。なお、山田委員が現地調査

を行い、周辺の農地の利用状況、農薬など地域に影響をもたらす

問題はないことを確認しております。  

３件目の譲渡人は、空知郡南幌町南○○線西○○番地、〇○○

〇。譲受人は、空知郡南幌町南○○線西〇〇番地、〇○○〇。  

土地につきましては、空知郡南幌町〇○○〇番の〇、田で  

６２１㎡となります。  

申請理由は、譲渡人が農業を継いでいる〇〇に申請地を贈与し

たい。譲受人は経営地の隣接地なので譲受け、今後とも農業に専

念したい。  

 別にお配りしている資料 1 の 3 の農地法第３条調査書により説

明いたします。資料 1 の 3 をご覧ください。第２項第１号は譲受

人の経営農地はすべて耕作されており、保有している機械の能力、

農作業に従事する家族の状況等からみて、耕作の事業に供すべき

農地のすべてを効率的に利用できるものと見込まれることから該

当しない。同項第２号は譲受人は個人であり該当しない。同項第

３号は信託ではないので該当しない。同項第４号は譲受人は  

年２２０日農作業に従事していることから該当しない。同項第５

号は農地の下限面積２ヘクタールを超えているので該当しない。

同項第６号は所有権移転につき該当しない。同項第７号は周辺の

農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じない

ものと考えられることから該当しない。なお、久保委員が、現地

調査を行い、周辺の農地の利用状況、農薬など地域に影響をもた

らす問題はないことを確認しております。  

４件目の譲渡人は、北広島市○○町〇丁目〇番地の〇、○○○

○。譲受人は、空知郡南幌町南○○線西○○番地、〇○○〇〇。



土地につきましては、空知郡南幌町字幌向原野〇○○〇番の〇、

畑で１，０６２㎡他計４筆ございまして、２，７８５㎡となりま

す。申請理由は、町外に転居したため、所有地を処分することに

しました。譲受人は所有する耕作地に隣接する農地なので譲受け、

申請地を取得し、経営の拡大を図りたい。  

 別にお配りしている資料 1 の 4 の農地法第３条調査書により説

明いたします。資料 1 の 4 をご覧ください。第２項第１号は譲受

人の経営農地はすべて耕作されており、保有している機械の能力、

農作業に従事する構成員の状況等からみて、耕作の事業に供すべ

き農地のすべてを効率的に利用できるものと見込まれることから

該当しない。同項第２号は譲受人は法人であり該当しない。同項

第３号は信託ではないので該当しない。同項第４号は譲受人は農

地所有適格法人であり、該当しない。同項第５号は農地の下限面

積２ヘクタールを超えているので該当しない。同項第６号は所有

権移転につき該当しない。同項第７号は周辺の農地の農業上の効

率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じないものと考えられる

ことから該当しない。なお、南委員が、現地調査を行い、周辺の

農地の利用状況、農薬など地域に影響をもたらす問題はないこと

を確認しております。  

以上のことから、いずれも農地法第３条第２項各号に該当しな

いため許可要件のすべてを満たすと考えます。以上でございます。  

 

議   長   只今の説明に関連して、現地調査にあたられた委員より補足説

明があれば、お願いいたします。  

 

９   番   議長９番  

 

議   長   ９番  上野委員  

 

３   番   使用貸借の件について、現地調査を行いましたが、周辺農地へ

の影響等はないものと思われます。以上です。  

 

10  番   議長 10 番  

 



議   長   10 番  山田委員  

 

10  番   ２件目について、現地調査を行いましたが、周辺農地への影響

等はないものと思われます。以上です。  

 

３   番   議長３番  

 

議   長   ３番  久保委員  

 

３   番   ３件目について、現地調査を行いましたが、周辺農地への影響

等はないものと思われます。以上です。  

 

５   番   議長５番  

 

議   長   ５番  南委員  

 

５   番   ４件目について、現地調査を行いましたが、周辺農地への影響

等はないものと思われます。以上です。  

 

議   長   事務局の説明及び各委員からの補足説明が終りましたので、こ

れより質疑を行います。  

  

（なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。お諮りい

たします。議案第３号  農地法第３条の規定による許可申請につ

いては、提案のとおり承認することにご異議ありませんか。  

 

（異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり承認するこ

とに決しました。  

                                 

 



議   長   日程第９  議案第４号  農用地利用集積計画の決定についてを

議題といたします。事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   議案第４号  農用地利用集積計画の決定について。  

      農業経営基盤強化促進法第１８条の規定により南幌町より決定

を求められた下記の農用地利用集積計画について議決を求める。  

      令和３年１２月２４日提出。南幌町農業委員会会長名。  

 

事  務  局   議案第４号について説明いたします。農用地利用集積計画の決

定につきましては、所有権移転が８件、利用権の設定が４件でご

ざいます。はじめに、所有権移転を説明いたします。  

 整理番号３の１２の１の買い手は、南幌町南○○線西〇番地、

〇○○〇。売り手は、南幌町南○○線西〇番地、〇○○〇。土地

につきましては、南幌町〇○○〇番の〇、田で１，３５２㎡他計

２筆ございまして、２，９６２㎡となります。価格につきまして

は、〇○○〇〇〇円となります。  

整理番号３の１２の２の買い手は、南幌町南〇線西〇〇番地、

〇○○〇。売り手は、恵庭市○○町〇丁目○○番地〇、○○○○。

土地につきましては、南幌町〇○○〇番の〇、畑で１，９８３㎡

となります。価格につきましては、〇○○〇〇〇円となります。  

整理番号３の１２の３の買い手は、岩見沢市○○町〇○○〇〇

番地〇、〇○○〇〇○○〇。売り手は、岩見沢市〇〇町〇○○〇

〇の〇番地、〇○○〇。土地につきましては、南幌町〇○○〇番

の〇、畑で６，８５９㎡他計２筆ございまして８，２６７㎡とな

ります。価格につきましては、〇○○〇〇○〇円となります。  

整理番号３の１２の４の買い手は、〇○○〇○○〇。売り手は、

札幌市〇区○○〇条〇丁目〇番〇〇号、〇○○〇。土地につきま

しては、南幌町〇○○〇番の〇、田で１９，９５１㎡他計２筆ご

ざいまして３９，５４９㎡となります。価格につきましては、  

〇○○〇〇〇〇円となります。  

整理番号３の１２の５の買い手は、〇○○〇〇〇。売り手は、

南幌町南○○線西〇番地、○○〇〇。土地につきましては、南幌

町○○〇〇番の〇、畑で２，７８６㎡他計５筆ございまして  

５４，２２６㎡となります。価格につきましては、  



〇○○〇〇〇〇〇円となります。  

整理番号３の１２の６の買い手は、〇○○〇〇〇。売り手は、

南幌町南○○線西〇番地、○○〇〇。土地につきましては、南幌

町○○○○番の〇、田で１８，５３９㎡他計２筆ございまして  

４２，０６７㎡となります。価格につきましては、  

〇○○〇〇〇〇〇円となります。  

整理番号３の１２の７の買い手は、〇○○〇〇〇。売り手は、

南幌町南○○線西○○番地、〇○○〇。土地につきましては、南

幌町字幌向原野○○○○番の〇、田で１，１５９㎡他計３筆ござ

いまして４４，２５１㎡となります。価格につきましては、  

〇○○〇〇〇〇〇円となります。  

整理番号３の１２の８の買い手は、〇○○○○○。売り手は、

南幌町南○○線西〇番地、○○○〇。土地につきましては、  

南幌町○○○〇番の〇、畑で９６５㎡他計４筆ございまして  

６２，７６０㎡となります。価格につきましては、  

〇○○〇〇〇〇〇円となります。  

 次に利用権の設定、整理番号３の１２の１の借り手は、南幌町

南○○線西〇番地、○○○〇。貸し手は、札幌市○○区○○東〇

条〇丁目〇番〇〇号○○○〇○○○〇○○○号、○○○〇。  

土地につきましては、南幌町○○○〇番、田で１５，５９０㎡と

なります。利用権の期間ですが、令和〇年１２月２６日までの〇

年間となります。  

整理番号３の１２の２の借り手は、南幌町南〇〇線西〇〇番地、

○○○〇。貸し手は、南幌町南○○線西○○番地、○○○〇。  

土地につきましては、南幌町○○○〇番の〇、田で１８，９０１

㎡となります。利用権の期間ですが、令和〇年１２月２６日まで

の〇年間となります。  

整理番号３の１２の３の借り手は、南幌町南○○線西○○番地、

○○○〇。貸し手は、南幌町南○○線西○○番地、○○○〇。土

地につきましては、南幌町○○○〇番の〇、田で２０，１８６㎡

他計２筆ございまして、４１，６７４㎡となります。利用権の期

間ですが、令和〇年５月３０日までの〇年間となります。  

整理番号３の１２の４の借り手は、南幌町南○○線西○○番地、

○○○〇。貸し手は、南幌町南○○線西○○番地、○○○〇。土



地につきましては、南幌町○○○〇番の〇、田で１８，２８２㎡

他計２筆ございまして、３８，６８７㎡となります。利用権の期

間ですが、令和〇年６月２４日までの〇年間となります。  

以上、集積計画の内容につきましては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えます。  

以上でございます。  

 

議   長   説明が終りましたので、これより質疑を行います。  

      

（なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  

      お諮りいたします。議案第４号農用地利用集積計画の決定につ  

いては、提案のとおり承認することにご異議ありませんか。  

 

（異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって、本案は提案のとおり承認する

ことに決しました。  

  

                                   

 

議   長   日程第 10 議案第５号  現況証明願いについてを議題といたし

ます。事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   議案第５号  現況証明願いについて。  

      農地法事務処理要領（既懇地の部）の規定及び南幌町農業委員

会現況証明取扱内規により、下記のとおり願い出があったので、

審議願い意見を求める。令和３年１２月２４日提出。  

南幌町農業委員会会長名。  

 

事  務  局   議案第５号について説明いたします。現況証明願いにつきまし

ては１件でございます。  

願出者は、南幌町南○○線西○○番地、○○○〇。  



土地の所在が空知郡南幌町○○○〇番の〇、５７２㎡。  

空知郡南幌町○○○〇番の〇、５０６㎡。  

公簿地目は畑。現況は農地以外、利用状況は雑種地で土地の所有

者は、○○○〇でございます。証明を必要とする理由は、地目変

更登記申請のためでございます。以上でございます。  

       

議   長   事務局の説明が終わりましたので、現地調査にあたられた委員

の代表より、現地の状況について説明願います。  

 

５   番   議長５番  

 

議   長   ５番   南委員  

 

５   番   願い出のあった件ですが、私と鍋山委員、青木委員の３名で事

務局の案内により現地調査をいたしました。  

      現状では、農地以外として利用しており、今後、田や畑として

利用するには困難な状況ですので、申請のとおりであることを確

認いたしました。以上です。  

 

議   長   ありがとうございます。事務局の説明及び委員からの説明が終

わりましたので、これより質疑を行います。  

 

      （なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  

      お諮りいたします。議案第５号  現況証明願いについては願い

出のとおり証明することにご異議ありませんか。  

 

      （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって本案は願い出のとおり証明する

ことに決しました。  

                                   

 



議   長   以上で本総会に提案されました全ての議案審議が終了いたしま

     した。第１９回南幌町農業委員会総会は、只今を以って閉会い  

    たしたいと思いますがご異議ありませんか。  

 

       （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって第１９回南幌町農業委員会総会

は只今を以って閉会といたします。  

 

 

 

                    （午後４時３２分終了）  

 

 

上記の通り相違ないので署名捺印する。  

 

  会    長  

 

  ６    番  

 

７    番  


